
令和２年４月１日以後開始連結事業年度等分 

個別帰属額届出用 

 

【№57】５欄の金額は、1,000 万円以上の金額を記載しています

か。 

【№58】譲渡損益調整資産が連結完全支配関係がある連結法人

の株式である場合、５欄の金額を帳簿価額修正後の金額として

いますか。 

【№59】譲渡損益調整資産が減価償却資産又は繰延資産である

場合、13欄又は 16欄に金額を記載していますか。 

【№60】譲渡損益調整額の戻入れ計算を譲渡年度において原則

法又は簡便法により行った場合、その後の年度もそれぞれ原則

法又は簡便法を継続適用していますか。 

【№２】当連結事業年度に適用され

る別表を使用していますか。 


